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介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、
平
成
18
年
４
月
か
ら
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
事
業
者
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の

公
表
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
公
表
制
度
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
標
準
的
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
に

関
す
る
情
報
を
定
期
的
に
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
が
事
業
所
を
選
択

す
る
際
に
比
較
・
検
討
で
き
る
た
め
の
仕
組
み
で
す
。

　

利
用
者
は
、
公
表
さ
れ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
を
活
用
し
て
利
用
す
る
事
業
所

を
選
択
で
き
、
事
業
者
は
自
ら
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
利
用
者
本
位
の
事

業
者
選
択
を
通
じ
て
サ
ー
ビ
ス

の
質
の
向
上
が
図
ら
れ
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

すべての人が安心して暮らせる社会をめざしてすべての人が安心して暮らせる社会をめざしてすべての人が安心して暮らせる社会をめざして

子
育
て
・
女
性
支
援

要
介
護
高
齢
者
等
支
援

　

専
門
機
関
の
窓
口
が
開
い
て
い
る
平
日
の
日
中
は
、
仕

事
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
子
育
て
に
忙
し
く
て
外
出
し

づ
ら
か
っ
た
り
す
る
保
護
者
の
育
児
を
支
援
す
る
た
め
、

よ
く
買
い
物
に
行
く
量
販
店
に
、
育
児
上
の
悩
み
な
ど
を

専
門
家
に
相
談
で
き
る
休
日
の
子
育
て
相
談
窓
口「
育
児

相
談
サ
ロ
ン
」を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の「
育
児
相
談
サ
ロ
ン
」は
、
子
育
て
応
援
企
業
と
の

協
働
事
業
で
あ
り
、
今
回
は
子
育
て
応
援
企
業
認
定
第
１

号
で
あ
る
㈱
オ
ー
ク
ワ
の
パ
ー
ム
シ
テ
ィ
和
歌
山
店
に
開

設
し
て
い
ま
す
。

開
設
日…

毎
週
土
曜
日（
年
末
年
始
を
除
く
）

場　

所…

パ
ー
ム
シ
テ
ィ
東
館
ベ
ビ
ー
服
売
場
特
設
コ
ー
ナ
ー

時　

間…

正
午
〜
午
後
４
時

相
談
担
当
者…

保
健
師
・
助
産
師（
毎
週
正
午
〜
午
後
４
時
）

　
　
　
　
　
　

小
児
科
医
師

 

　
　
（
毎
月
第
１
土
曜
日 

午
後
２
時
〜
４
時
）

内　

容…

乳
幼
児
の
健
康
相
談
、
育
児
上
の
相
談

　
　
　
　

（
身
長
・
体
重
測
定
も
行
い
ま
す
）

　

県
で
は
、Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
支
援
す
る
た
め
に
、
紀
南
Ｄ
Ｖ
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、

主
に
紀
南
地
域
に
居
住
す
る
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
県
女
性
相
談
所（
☎
０
７
３-

４
４
５-

０
７
９
３
）で
も
支
援
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

Ｄ
Ｖ
は
、
身
体
的
な
暴
力
は
も
ち
ろ
ん
、
精
神
的
、
経
済
的
、
性
的
な
あ
ら
ゆ
る

形
の
暴
力
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

Ｄ
Ｖ
被
害
で
悩
ん
で
い
る
方
は
、
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
お
電
話
く
だ
さ
い
。

※
D
V
…
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
の
略
。
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
こ
と
。

育
児
相
談
サ
ロ
ン
の
開
設

　

谷
口
和
也
さ
ん
（
20
歳
、
ホ
テ
ル
ア
バ
ロ
ー
ム

紀
の
国
勤
務
）が
、
静
岡
県
で
開
催
さ
れ
た「
第
７

回
国
際
ア
ビ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
に
日
本
代
表
と
し
て

出
場
し
ま
し
た
。

　

谷
口
さ
ん
は
、
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の

「
喫
茶
サ
ー
ビ
ス
」職
種
で
、
日
頃
、
職
場
で
培
っ

た
技
能
を
大
い
に
発
揮
し
、
職
業
能
力
の
高
さ
を

十
分
に
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。

※

国
際
ア
ビ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
は
、
ほ
ぼ
４
年
に
１
度
開
催
さ

れ
、
障
害
の
あ
る
方
の
職
業
的
自
立
意
識
を
喚
起
す
る
と

と
も
に
、
障
害
者
に
対
す
る
事
業
主
お
よ
び
社
会
一
般
の

理
解
と
認
識
を
深
め
、
さ
ら
に
国
際
親
善
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
大
会
。

成
年
後
見
制
度
と
は

　

認
知
症
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
な
ど
に

よ
っ
て
物
事
を
判
断
す
る
能
力
が
十
分
で
な

い
方
に
つ
い
て
、
本
人
の
権
利
を
守
る
援
助

者
（「
成
年
後
見
人
」
等
）
を
選
ぶ
こ
と
で
、
本

人
を
法
律
的
に
支
援
す
る
制
度
で
す
。

法
定
後
見
制
度

　

家
庭
裁
判
所
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
成
年
後

見
人
等
（
成
年
後
見
人
・
保
佐
人
・
補
助
人
）

が
本
人
の
利
益
を
考
え
な
が
ら
、
本
人
に
代

わ
っ
て
財
産
を
管
理
し
た
り
、
必
要
な
契
約

を
結
ん
だ
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
人
を

保
護
、
支
援
し
ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
家
庭

裁
判
所
に
審
判
の
申
立
て
を
し
ま
す
。

　

本
人
の
能
力
に
応
じ
て「
後
見
」、「
保
佐
」、

「
補
助
」の
３
つ
の
制
度
を
利
用
で
き
、
本
人
、

配
偶
者
、
四
親
等
内
の
親
族
、
市
町
村
長
な

ど
が
申
立
て
で
き
ま
す
。

任
意
後
見
制
度

　

将
来
、
判
断
能
力
が
不
十
分
に
な
っ
た
場

合
に
備
え
て
、
あ
ら
か
じ
め
自
ら
が
選
ん
だ

代
理
人
（
任
意
後
見
人
）
に
自
分
の
生
活
、
療

養
看
護
や
財
産
管
理
に
関
す
る
事
務
に
つ
い

て
、
代
理
権
を
与
え
る
契
約
を
、
公
証
人
の

作
成
す
る
公
正
証
書
に
よ
っ
て
結
ん
で
お
く

も
の
で
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表

※

Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
（
紀
南
Ｄ
Ｖ
セ
ン
タ
ー
）
の
開
設

就
業
支
援

母
子
家
庭
等
就
業
・

自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

　

就
業
相
談
や
就
業
支
援
講
習
会

（
ヘ
ル
パ
ー
２
級
、
パ
ソ
コ
ン
）の
実

施
、
就
業
情
報
の
提
供
な
ど
一
貫
し

た
就
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
実
施

自
立
支
援
給
付
事
業

●「
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
」

　

県
が
指
定
す
る
教
育
訓
練
講
座
の

受
講
後
に
、
受
講
料
の
２
割
相
当
額

（
上
限
10
万
円
）を
支
給

●「
高
等
技
能
訓
練
促
進
費
」

　

看
護
師
等
の
資
格
取
得
の
た
め
、

２
年
以
上
養
成
期
間
等
で
修
学
す
る

際
の
生
活
費
を
支
給
。
修
学
の
最
後

の
１
／
３
の
期
間
、
月
10
万
３
千
円

（
最
長
12
か
月
）

●「
常
用
雇
用
転
換
奨
励
金
」

　

常
用
雇
用
し
た
事
業
主
に
30
万
円

の
奨
励
金

　
母
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

個
々
の
希
望
や
事
情
等
に
配
慮
し

た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
等
と
連
携
し
な
が
ら
就
業
を

支
援

子
育
て
と
生
活
支
援

ひ
と
り
親
家
庭
日
常
生
活
支
援
事
業

　

一
時
的
に
、
日
常
生
活
や
育
児
に

困
っ
た
時
、
家
庭
支
援
員
の
派
遣
を
行

う（
所
得
に
応
じ
て
自
己
負
担
あ
り
）

ひ
と
り
親
家
庭
等
特
別
相
談
事
業

　

親
権
や
養
育
費
等
、
専
門
的
で
複

雑
な
問
題
に
つ
い
て
弁
護
士
が
相
談

に
応
じ
る

経
済
的
支
援

児
童
扶
養
手
当
の
支
給

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
の
貸
付

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
の
助
成

相
談
窓
口

　

県
振
興
局
健
康
福
祉
部
、
福
祉
事

務
所
、
母
子
自
立
支
援
員
、
家
庭
相

談
員
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
な
ど

母
子
家
庭
等
自
立
支
援
施
策
の
一
例

成
年
後
見
制
度

国
際
ア
ビ
リ
ン
ピ
ッ
ク

和歌山県介護サービス情報公表システム

http ://www.ka igokohyo-wakayama. jp/ka igos ip/

公表のホームページ

介護サービスの利用者・家庭など

● 基本情報…従業員数、営業時間、利用料金など
●調査情報…介護サービスの提供マニュアルの整備状況、

　　　　　　サービス提供の記録管理など

和歌山県指定情報公表センター

【介護サービス情報を公表】

都道府県や指定情報公表センターなど
のホームページ（インターネット）から、
介護サービス情報を閲覧します

介護保険の事業所および施設

和歌山県指定調査機関

◆中立性・公平性の確保

報告
年１回
程度

報告内容について事実かどうか調査

基本情報 調査情報

報告
年１回
程度

問 

県
庁
子
ど
も
未
来
課 

☎
０
７
３-

４
４
１-

２
４
９
０

問 

県
庁
長
寿
社
会
推
進
課 

☎
０
７
３-

４
４
１-

２
５
１
９

問 

県
庁
福
祉
保
健
総
務
課

　

 

☎
０
７
３-

４
４
１-

２
４
７
２

問 

県
庁
雇
用
推
進
課
☎
０
７
３-

４
４
１-

２
８
０
７

　

県
は
、
子
ど
も
を
持
ち
た
い
人
が
安
心
し

て
生
み
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
づ
く
り

を
め
ざ
し
、
「
自
社
の
労
働
者
に
対
す
る
雇

用
環
境
の
整
備
」や「
子
ど
も
の
健
や
か
な
育

成
の
た
め
の
地
域
貢
献
活
動
」
な
ど
の
取
組

を
実
施
す
る
企
業
を
、
企
業
か
ら
の
応
募
に

よ
り「
子
育
て
応
援
企
業
」と
し
て
認
定
し
て

い
ま
す
。

　

現
在
30
社
を
認
定
し
て
い
ま
す
。

　

貴
社
も
子
育
て
応
援
を
積
極
的
に
行
い
、

認
定
を
受
け
ま
せ
ん
か
！

子
育
て
応
援
企
業
と
は…

☎
０
７
３
９-

２
４-

３
３
２
２
（
24
時
間
対
応
）

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク

子
ど
も
と
家
庭
の

テ
レ
フ
ォ
ン
１
１
０
番

　

電
話
で
子
ど
も
や
家
庭
に
関
す
る
悩

み
ご
と
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

☎
０
７
３-

４
４
７-

１
１
５
２

（
月
〜
金
は
午
前
９
時
〜
午
後
８
時
。

土
・
日
・
祝
日
は
午
前
９
時
〜
午
後
４

時
30
分
）


